
※ 注意：以下のような納付書はコンビニエンスストアでは利用できません。

〇　納付書にバーコードが印字されていないもの

〇　納付書１枚あたりの金額が30万円を超えるもの

〇　納付書に記載された有効期間を経過したもの

　　（原則、発行した日から約30日間が有効期間）

〇　納付書にバーコードが印字されていても、破損、汚損など

　　何らかの理由により各店舗で読み取りができないもの

　

　

　 　／　 　／　 　／　

　 　／　

　　 法人村民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料についても「郵便振替払込票」での納付となります。

　 での納付（法人等が実施する給与天引きの特別徴収は例外）となります。

　　※　上記以外の公金については、下記の「窓口で納付できる金融機関等」で納付してください。

　　※　  と  については、コンビニ納付ができません。

納付書の再発行
　　　　　　　　

窓口で納付できる金融機関
等

　 　 で納付される場合

　 　共通納付書が利用できるのは、東北６県（青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県）に所在

　 するゆうちょ銀行・郵便局に限られます。それ以外の地域での取扱いは、従来どおり「 」

　　※　上記金融機関以外でも納付可能ですが、別途手数料がかかる場合があります。

　　※　口座振替は、上記全ての本・支店での取り扱いが可能です。
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 (複数同時は不可)

　さい。納付書にＱＲコードの記載があるものに限ります。
　 (ログイン：eLTAXの利用者ID）

サービス時間外(※)ログインしない場合(納税の方法)

 (村で実施しているものとは異なります)

×

　　環境保全課 上下水道係　℡：0243-24-8097（水道、農集排）　　　℡：0243-24-8090（後期高齢者医療保険）

　　※ 『ＱＲコード』は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　　※ サービス時間（平日 8:30～24:00）、サービス時間外（平日 0:00～8:30、土・日・祝日）

 　 （保存年限５年間）

　【お問合せ先】

　　税務課 賦課係　℡：0243-24-8093（住民税、軽自税、国保税）　　 健康福祉課 高齢福祉係

　　税務課 評価係　℡：0243-24-8094（固定資産税）　　　　　　　　 ℡：0243-24-8116（介護保険料）

　　税務課 収納係　℡：0243-24-8095（村税の納付）　　　　　　　　住民生活課 住民国保係

 ※　

　※ システムメンテナンス等により、スマホ決済アプリを利用した納付ができない場合があります。

　　納付書に印字される「地方税統一ＱＲコード(eL-QR)  」を利用した納付も可能となり

　ました。詳しくは、 （www.payment.eltax.lta.go.jp/ ）をご覧くだ

　　※ できるだけＱＲコードの読み取りによる納付手続きをされますようお願いします。

　　　 その他、年末年始 (12/29～ 1/3 ) のほか、一部のサービスのみに制限される時間帯があります。

 pay- easy

 

ログインする場合

 

 

 

×

×

×

×

　

　　 参のうえ税務課窓口で申請してください。

　※ バーコードが印字された納付書であれば取扱いが可能です。（介護保険料、後期高齢者医療保険料は除く）

　　 ただし「納期限」もしくは「コンビニ利用期限」が経過したものについては利用できません。

　※ 領収書は発行しませんので、契約アプリの決済履歴照会などでご確認ください。領収書が必要な場合は、

　 　おもて面の金融機関もしくはコンビニなどの窓口にて現金で納付してください。

　※ この方法にて軽自動車税を納付した場合の納税証明書（継続検査用）が必要な方については、車検証を持

【 地方税統一ＱＲコード(eL-QR) による納税手段の拡大 】
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